
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～ (14日間延長)

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

当初設計に基づき、調査業務中のところ下記理由により変更するものとする。

１）歩道の舗装が車道と違って、厚みが当初予想していた30㎝ではなく、3㎝で
あったため減変更とする。

２）他の数量の増減については、現地精査の結果によるものである。

なお、工期については、県道に接続する進入路を利用する地元住民と、県道への
取り合わせの調整に時間を要したことから、14日間延長するものである。

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額 1,837,000

2,200,000

-363,000

変　更　契　約　調　書

三重県鳥羽市浦村町 1503-7

安楽島町伊藤宅配水管緊急漏水修理工事

鳥羽市

工 事 名

工 事 種 別

久保田健

安楽島町

水道工事

令 和 6 年 7 月 8 日

ポリエチレン管Φ25

舗装工（車道）
　　　（歩道）

L=9.8m

A=20.4㎡
A=6.9㎡

変 更 工 事 概 要

変更契約年月日 令 和 6 年 8 月 5 日

変更後工事期間

工 事 場 所

契約の相手方及び住所 久保田水道

当初契約年月日

令和6年7月8日

令和6年7月8日

令和6年9月5日

令和6年9月19日

当 初 工 事 期 間


